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令和４年度に実施した書面及び実地監査における主な指摘事項
（確定給付企業年金）

東北厚生局

項目 指摘事項

規約に関する事項

実施事業所に変更があった場合は、速やかに規約変更の届出を行うこと。

規約で引用している労働協約（就業規則等）が変更されているにもかかわらず、規約が変更さ
れていないため整合を図ること。

資産運用に関する
事項

積立金の運用に関しての基本方針については、法令に規定されている事項を定めること。

個人情報の保護に
関する事項

個人情報の漏えい等の事案が発生した場合、事実関係及び再発防止策等について、個人情報保
護委員会及び東北厚生局長に対して報告することとされているが、報告体制が未確立のため速
やかに体制を整備（確立）すること。

企業年金等に関する個人情報の取扱いについて、企業年金等に関する個人データ管理責任者及
び個人データを取り扱う従業者に対し、その責務の重要性を認識させ、具体的な個人データの
保護措置に習熟させるため、必要な教育及び研修を行うこと。

特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン（事業者編）を踏まえた基本方針及び取扱
規程等を速やかに策定すること。

「特定個人情報利用実績簿」、「特定個人情報ファイルの削除・廃棄記録簿」等については、
その都度記載し適切に管理すること。

業務概況の周知

確定給付企業年金の業務概況については、加入者に対して規約に規定される事項を漏れなく周
知すること（給付の種類ごとの標準的な給付の額（脱退一時金・遺族給付金））。

特定個人情報に
関する事項

給付に関する事項

裁定請求書には、規約に規定する生年月日を証する書類を添付させること。
なお、遺族給付金の裁定請求書を提出させる場合には、生年月日を証する書類のほかに、規約
に規定する死亡した給付対象者と請求者との身分関係を明らかにすることができる書類等が必
要になるので留意すること。

確定給付企業年金の業務概況については、加入者に対して周知が確実に行われる方法により行
うこと。

確定給付企業年金の業務概況については加入者に対し、毎事業年度１回以上規約に規定される
事項を漏れなく周知すること。

加入者に関する事項

資格喪失者に対して、脱退一時金相当額の移換の申出の期限その他脱退一時金相当額の移換に
関して必要な事項について説明を行うこと。

加入者原簿に、基礎年金番号を記載するよう改善検討すること。
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